
○遺言できること

遺言により信託の設定をする事が出来ます。

○規定された法律

信託法（第三条第一項第二号）

○こんな方へお勧め

負担付遺贈では、ちゃんと負担部分を履行してくれるか心配な方。

○補足

信託は、「３つの要素」「３人の主役」「３人のお目付け役」で構成

されます。

また、信託は、大きく”商事信託”と”民事信託”に分かれます。

商事信託は、商事会社が営業として行っているものです。

民事信託は、営業として行わないものでオーダーメイド的な信託の設

計が可能です。

弊所では、民事信託も対応していたしますのでご不明な点はお気軽に

ご相談ください！

「３つの要素」「３人の主役」「３人のお目付け役」について知りた

い方は、以下のページもご参照ください。

○信託について - 民事信託はアイビー行政書士事務所へ

http://www.ivy-g.com/sintaku/

「遺言書の基礎知識」
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